
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各支社社友会が連携し、昇進試験対策として、近年の出題傾向を踏まえ「昇進試験対

策資料」を作成し、社友会会員に配布していることが判明しました。またある職場ではその

ことがコミュニケーションボードに掲示されていました。 

社友会に所属しない社員がその資料をもらおうと申し出たところ「社友会しか渡せな

い」と断られる事象も発生しています。 

ＪＲ東労組はこのような会社の地位を不正に利用した社友会会員による社員差別・組合

差別は許しません！ 
 

この事象に対し組合員・社員からこのような声が出ています。 
 

■職場がギスギスするだけ！ここまで社友会は社員差別をしたいのか！ 

■「近年の出題傾向を踏まえ」と言うがこの資料は誰が作ったんだ。業務上知りえたこ

とを漏らすのは就業規則違反だ。会社は、この資料作成者に処分を出さなければ容

認しているのと同じだ！ 

■さすが経営のパートーナー！会社には不満を言わず低額ベアやボーナス低額を引き

出しておいて、試験の対策を会員に求めるのか！ 

■新しい人事・賃金制度になって試験に受かりたければ、社友会に入れと言うことか。こ

んな差別を持ち込む新しい施策には反対していく！ 

■こんなことが平気で出来る社友会はどういう団体なんだ。理解ができない。 

■社友会掲示には、資料が欲しい方は〇〇（副長）までと書かれている。新しい施策で

はこんな差別をする管理者に人事評価されるのか！ 

■これは社友会会員の会社の立場を利用した組合差別の不当労働行為だ！ 
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